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①　株主の権利

株式 ＝ 株式会社への出資

出資するからには、見返りをもらう＝株主権

株主権の種類

1．経営参加権

２．利益配当請求権

②　株式市場の仕組み

○　日本取引所グループの設立

これまでの東京証券取引所と大阪証券取引所

今後　日本取引所グループ

1

Ⅴ．株式投資の基礎知識

３．残余財産分配請求権・・・会社が解散したとき残った資産を持分に応じても
らう権利

　平成２５年１月１日、東京証券取引所グループと大阪証券取引所との経営統合
により日本取引所グループが設立されました。新たな取引市場の組織図は、以下
のようになります。

大阪証券取引所 

 

1部・2部・ＪＡＳＤ

ＡＱ 

東京証券取引所 

 

1部・2部・マザーズ・ 

ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ ＭＡＲＫＥＴ 

日本取引所グループ

（東京証券取引所グ

ループと大阪証券取引

所が設立した持ち株会

社） 

 

東京証券取引所グルー

プ 

大阪証券取引所グルー

プ 

東証自主規制法人 

日本証券クリアリング

機構 
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③　用途制限

用途制限とは？ 敷地に建築できる建築物の規制のこと

○　建築物の用途制限の例示

保育園
診療所
派出所

住宅 保育園
図書館 診療所
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園 病院
図書館 診療所 大学
老人ホーム 派出所
住宅 保育園
図書館 診療所
老人ホーム 派出所

保育園
診療所
派出所

商業地域 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

準工業地域 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

工業地域

工業専用地域

第２種住居地域 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

準住居地域 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

近隣商業地域 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

第１種中高層住居専用
地域

幼稚園・小学
校・中学校・高
校

第２種中高層住居専用
地域

幼稚園・小学
校・中学校・高
校

第１種住居地域 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

第１種低層住居専用地
域

住宅 幼稚園・小学
校・中学校・高
校

図書館
老人ホーム

第２種低層住居専用地
域

幼稚園・小学
校・中学校・高
校

敷地が２以上の用
途地域にまたがる
場合は？

過半の属する方の制限をうけ
る！！！

用途地域 建築可能な主な建物
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Ⅶ．個人住民税と個人事業税
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⑥　給与所得

給与所得に分類されるもの

給与所得とならないもの

給与所得＝収入金額－給与所得控除

参考　復興所得税

給与所得控除の額

※　平成２５年改正

平成２５年以降、給与収入金額が１５００万円を超える場合の給与所得控除額に
ついては、一律２４５万円とされました。

360万円超660万円以下 年収×２０％＋５４万円

660万円超1000万円以下 年収×１０％＋１２０万円

1000万円超１５００万円以下 年収×５％＋１７０万円

給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所
得税が源泉徴収されることとなります。

年収 控除額

180万円以下
年収×４０％、この金額
に満たない場合は、６５
万円

180万円超360万円以下 年収×３０％＋18万円

給与・賞与・各種手当て、現物給与等の
経済的利益のうち一定のもの　等

現物給与等の経済的利益
のうち一定のもの

無料または一定金額以下でおこなう社宅や寮
の供与　等

電車バス通勤者の月額10万円以
下の交通費・創業記念などの記念品（1
万円以下である等の要件を満たすものに限
る）・一定金額以上で貸し付ける社宅や寮・
使用人に対して１％以上の年利息でおこな
う住宅資金の貸付　等
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Ⅰ．損害保険の基礎知識

①　リスク処理の体系 1
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②　生命保険料の経理処理

○　法人の支払う保険料の取り扱いの大原則

資産計上

損金算入

○　定期保険の場合

契約者　法人　被保険者　役員・従業員　保険金受取人　法人の場合

※　定期保険の場合は、保険金受取人が役員・従業員の遺族であっても同様の仕
訳となります。

まずは、基本中の基本、定期保険の仕訳に付いてやっつけましょう。とりあえ
ず、保険加入したのだから保険料を支払うことになりますね。ということは、資
産が減少します。これが、貸し方に書いてある現金○○○円ということ。「現金
は、どうなったのか？」を考えてください。定期保険は、何かあれば保険金が支
払われますが、何もなければ掛け捨てでおしまい。ということは・・・定期保険
料は、費用の発生（損金計上）と考えられますね。したがって、この仕訳を言葉
にすると、「現金○○○円を定期保険料（費用）として支払いました。」という
ことになります。特約保険料についても同じ理屈です。定期保険の仕訳と終身保
険の仕訳の理屈を理解しておけば、試験対策上の経理処理の基本は終了。ちょっ
とがんばれば誰でも理解できると思いますよ。

あくまで原則ですから、必ずこうなるというわけではありませんが、これが、考
え方の基本中の基本。あとの理解が楽になりますから、必ず覚えておきましょ
う。

借方 貸方

定期保険料　○○○円

現金　○○○円
特約保険料　○○○円

貯蓄性のある保険（終身保険・養老保険等）

貯蓄性のない保険（定期保険・医療保険等）
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⑤　教育資金の一括贈与の非課税制度

贈与者の条件 受贈者の直系尊属

受贈者の条件 ３０歳未満の直系卑属

対象となる教育資金

１．学校等に対して直接支払われる次のような費用

対象とはならないものの例示

非課税枠

適用手続き

大学の下宿代、留学の渡航費や滞在費、学習塾のテキストを一般書店で購入した
場合の購入費　等

受贈者１人につき１５００万円。ただし、学校以外の者に
支払われるものについては、５００万円が限度となる。

この非課税制度の適用を受けるためには、信託銀行等の金融機関において教育資
金口座の開設等（名義は孫等の受贈者）を行った上で、教育資金非課税申告書を

その口座の開設等を行った金融機関等を経由して、信託や預入などをする日
（通常は教育資金口座の開設等の日。）までに、受贈者の納税地の所轄税務署長
に提出しなければなりません。

平成２５年４月１日から平成２７年１２月３１日までの間に金融機関等に拠出さ
れる教育資金とすることを目的とした金銭等の贈与について、受贈者１人につ
き、最大で１５００万円までの非課税枠が設けられました。

入学金・授業料・学用品の購入費や学校給食費・修学旅行費など学校等における
教育に伴って必要となる費用等

２．学校等以外に対して直接支払われる次のような費用で社会通念上相当と認め
られるもの

学習塾や水泳教室・ピアノ教室などに支払われる授業料や施設の使用料、これら
に使用する物品の購入費など
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○　老齢基礎年金の年金額（満額） ７７８５００円
（平成２５年度価額　１０月から）

平成２５年度　１０月からの年金額の計算式

保険料納付月数＋全額免除月数×乗率＋3/4免除月数×乗率＋半額免除月数×乗率＋1/4免除月数×乗率

480ヶ月※

○　保険料の免除

法定免除

・障害基礎年金等障害を支給事由とする年金の受給権者

・生活保護を受けている者 等

申請免除

・経済的な事由で保険料の納付が困難な者 等

※　加入可能年数は昭和１６年４月２日以降生まれの者は、４８０月（４０年）
となりますが、それ以前に生まれた者については生年月日に応じて短くなりま
す。

半額免除 ３分の２ ４分の３

１／４免除 ６分の５ ８分の７

全額免除 ３分の１ ２分の１

３／４免除 ２分の１ ８分の５

※　実際に減額された額を受け取るのは、１０月・１１月分が支給される１２月
分からです。

７７８５００円×

平成２１年度より、老齢基礎年金の年金額の計算で平成２１年３月以前と平成２
１年４月以降に保険料の免除期間がある場合は、期間計算に用いる乗率が異なる
こととなりました。

平成２０年度分までの乗率 平成２１年度以降分の乗率


